
   

総合点の算出方法について（令和８年５月以前公告分まで） 

 

【総合点＝客観点数（総合評定値通知書の総合評定値 Ｐ）  

      +  主観点数Ａ + 主観点数Ｂ + 主観点数Ｃ 】  

        （工事成績） （指名停止） （施工体制）   

 

１ 対象業種 ・・・ 土木一式、建築一式、管、舗装の４業種  

 

２ 客観点数 ・・・ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値（Ｐ)  

 

３ 主観点数 

 

 ・主観点数Ａ ・・・ 前年度に採点された工事成績評点（４月１日から翌年３月３１日

までに完成し検査の終了したものを対象）から算出した数値  

  ・主観点数Ｂ ・・・ 前年度における指名停止に係る期間（４月１日から翌年３月３１

日までに措置が確定した期間）から算出した数値  

  ・主観点数Ｃ ・・・ 前年度の施工体制点検結果（４月１日から翌年３月３１日までに

完成し検査の終了したものを対象）から算出した数値 

 

４ 算出方法 

 

 ・主観点数Ａ ・・・ 各業者の各業種毎の平均点（小数点以下は切捨て）を表１に当て

はめた点数を加算・減算します。  

 

         （表１）  

工事成績評点の平均点 点数 

９６点以上 ＋６０ 

９１点～９５点 ＋５０ 

８６点～９０点 ＋４０ 

８１点～８５点 ＋３０ 

７６点～８０点 ＋２０ 

６５点～７５点 ０ 

６０点～６４点 －２０ 

５７点～５９点 －３０ 

５４点～５６点 －４０ 

５１点～５３点 －５０ 

５１点未満 －６０ 

 

  ・主観点数Ｂ ・・・ 指名停止を受けた月数を１０倍した点数を減点します。 

 

  ・主観点数Ｃ ・・・ 施工体制点検結果に基づき減点します。 


